
 

 

令和 8 年度 七国中学校部活動について 

 

１ 部活動改革においての移行について 

  「特色ある部活動」・・・活動日等含め、変更なし 

野球部・卓球部・吹奏楽部 

  「拠点校部活」・・・活動日含め、変更なし 

サッカー部 

  「その他のカテゴリー」・・・３年生の引退後変更（週に２回１時間ずつの活動。大会参加

以外の土日の活動はなし。） 

    

２ 開始時刻について 

⑴ 平日…学活、清掃後１６時００分（水曜は１５時００分） 

 ※学年独自の短縮で他学年が授業を行っている場合、授業中の活動はできない。 

⑵ 休日…顧問の話し合いにより調整する。 

⑶ 朝練習…７時００分（登校時刻）～８時１０分（終了時刻）※７時前に登校させない。 

 

３ 最終下校時刻について 

１８時００分（通年） ※顧問が責任をもって下校指導にあたる。 

 

４ 活動する場合の手続きについて 

(1) 活動する場合は部長（代表者）が昼休みまでに活動時間・場所等を顧問に確認の上職員室前

のホワイトボードに記入する。 

(2) 更衣は体育館の更衣室を利用し、荷物は活動場所に持っていく。教室には戻らない。 

(3) 顧問が不在の場合は原則として活動できない。ただし顧問同士で了承が得られ、管理職の許可

が得られた場合には“仮顧問”下で活動することができる。 

仮顧問が活動する場合は職員室前のホワイトボードに名前を赤で明記する。 

（生徒が勝手に他の職員に許可を得てはいけない） 

 

５ 再登校時、休日の活動について 

(1) 再登校、休日ともに自転車での登校は禁止する。 

(2) 職員会議がある場合は原則再登校とする。 

(3) 現金・貴重品等は持ってこない。やむを得なく持参した場合は開始前に顧問に預ける。 

(4) 休日など昼食をはさんで活動する場合は、家から持参する。 

昼食時に買いに行かない。遠征の場合、部活の開始前にコンビニ等で買っておくことはよい。 

活動中、活動後は買いに行けない。 

(5) 水筒（ビン・カン・ペットボトル・紙パック類）の取り扱いは、学校生活のきまりに準ずる。 

(6) 外練習、練習試合や大会等で生徒が使用するトイレは体育館のものを使用し、校舎内トイレ 

は使用しない。 

(7) 休日・長期休業日は生徒昇降口と体育館通路を使用して校舎に入る。 

職員玄関を使わない。鍵の開閉は顧問が責任をもって行う。 

 

 

 

 



６ 活動の停止について 

(1) 定期テスト一週間前から終了まで活動を停止する。ただし公式戦がある場合などについて 

は生徒の負担にならない程度（放課後約１時間）の活動が認められる。大会前日が休日の場 

合は管理職と相談する。 

(2) 活動内容の極端に悪い部活動は顧問会議及び当該部顧問の判断により活動を停止すること 

もある。 

 

 

７ その他 

(1) 生徒は年度ごとに入部届を提出する。 

(2) ３年間続けることを原則とするが、事情により転・退部する場合は顧問と保護者との相談を経

て決定する。 

(3) 原則兼部は認めない。 

(4) 退部する際は生徒・顧問・保護者・担任・学年と連携を図り進める。 

(5) 学区域以外の生徒の再登校、学校待機に関しては、担任・学年・顧問との話し合いの上で決めていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

以下基本ルールとする。 

・七国小、君田小、緑が丘小(みなみ野小)出身の生徒は再登校とする。 

 その他の小学校の出身で登下校に公共交通機関を利用する生徒、徒歩で登下校すると再登校時間に間に合わ 

ない生徒は学校待機を許可する。 

・転校等、特別な理由があり徒歩で登下校すると再登校時間に間に合わない生徒は学校待機を許可する。 

 

 


